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特徴

曽於市コミュニティＦＭ放送の流れ

臨時放送（市役所・各支所） 臨時放送（国 Ｊ－ＡＬＥＲＴ） 臨時放送（消防署）

※配布するラジオは、上記の放送が始まるとスイッチが入り、終わるとスイッチが切れます。

放送局本部

ラジオで聴ける

平成 28 年４月から曽於市コミュニティＦＭ放送 がはじまります。

◆ 現在、有線放送やオフトーク通信で放送している朝・昼・夜の定時放送や災害・防災等の臨時放送は、
ラジオの FM局で聞けるようになります。
◆ 末吉、大隅地域で放送している有線放送と財部地域で放送しているオフトーク通信放送は、市内の
全戸においてラジオで曽於市コミュニティFM放送が聞けることを確認できましたら、終了します。
　（平成 28年４月～６月に終了予定）

１　有線放送使用料・オフトーク通信使用料（年 2460 円）は、平成 28年度から無くなります。
２　FM放送を受信できるラジオを全世帯に無料配布します。
３　 配布するラジオは朝・昼・夜の定時放送や災害、防災および避難指示等の緊急情報の発生

時には、自動でスイッチが入り、お知らせする緊急放送等対応機能があります。
４　民放番組や曽於市独自の制作番組を放送します。
５　 コミュニティ FM放送は、自治会放送に対応していません。自治会放送設備の設置を希望
する自治会は、末吉・大隅地域では有線方式、財部地域では無線方式で対応します。

　　（有線設備使用料または無線式受信機購入には、一部個人負担金が必要となります。）

１　朝・昼・夜の定時放送（自動でスイッチが入り、放送終了後自動でスイッチが切れる）
２　災害等の緊急情報（自動でスイッチが入り、放送終了後自動でスイッチが切れる）
３　自主制作等の番組放送（聴きたい時、自分でスイッチを入り切りする）
４　他社番組の放送（聴きたい時、自分でスイッチを入り切りする）

　配布するラジオは、曽於市コミュニティFM放送以外のチャ
ンネルを聴いている時でも、曽於市の定時放送や臨時放送の
時は自動で切り替わり、定時放送や臨時放送が終わると、元
のチャンネルに戻ります。
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教えて！教えて！　Ｑ＆ＡＱ＆Ａ

Ｑ１　どうして曽於市コミュニティＦＭ放送局を設置することにしたの？

ＡＡ　曽於市から市民の皆さんに情報を伝える手段として、末吉・大隅地域は有線放送、財部地域
はＮＴＴ回線を利用したオフトーク通信で情報を発信しています。ではなぜ、コミュニティＦ
Ｍ放送に移行するのか。大きく分けて２つの理由があります。
①ＮＴＴ回線を利用した財部地域のオフトーク通信が、平成 30年度で使用できなくなるため。
② 有線放送およびオフトーク通信の加入率が 58.3％（平成 27年 1月末現在）で、行政からの
お知らせや災害防災情報等を全市民に伝えられなくなったため。
　そこで、市民の皆さんへ情報を発信する手段として様々な方法を検討した結果、コミュニティ
ＦＭ局を設置することになりました。

Ｑ４　自治会放送はどうなるの？

ＡＡ　コミュニティＦＭ放送は自治会放送に対応していません。平成 27年８月頃に設置希望調査
を行い、設置を希望する自治体には設備や料金等について説明を行います。

◆財部地区
　自治会内での受信が可能な無線型放送受信機の設置を希望する自治会に対して、補助金を交
付します。放送機・受信機の耐用年数は 15年～ 20年程度で、放送機は移動可能です。一部個
人負担金が必要となります。

◆末吉・大隅地区
　当面の間、既設の有線柱や電線を残し利用可能とします。ただし、維持管理費の一部として
使用料の負担をお願いする予定です。

　行政の第一の使命は、市民の生命財産を守ることです。災害や防災、避難指示等の緊急を要す
る情報を全市民に早く正確に、そして安定して伝えるために、コミュニティＦＭ放送を選択しま
した。
　今後は、コミュニティＦＭ局や中継アンテナの整備、運営団体の設立、ラジオの
配布等を行い、自治会放送設備の相談にもしっかりと対応していきます。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。

Ｑ２　ラジオの配布時期と方法は？

ＡＡ　平成 27年 12月から平成 28年３月頃までに配布します。ただし、無償貸付となりますので、
転出されるときは返却をお願いします。

Ｑ３　運営はどこがするの？

ＡＡ　地方自治体は放送業務ができません。市が出資する法人を設置し、その社員が放送等の運営
業務を行います。
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子育てふれあいひろば
９日、24 日は育児講座を開催します

お問い合わせ先
　曽於市子育て支援センター　☎ 0986-76-6565（直通）
　子育て携帯サイトすまいるキッズ　http://www.smile-kids.jp/sooshi

※ 子育て支援センターは、キッズルーム開放・育児相談を実施しています。
キッズルーム開放　午前 10時～午後３時（月曜日～金曜日）　育児相談　午前 9時～午後４時（月曜日～金曜日）

親子ふれあい遊び　午前 10時～ 11時 30分　●会場：生きいき健康センター
子育てひろば　午前 10時～ 11時 30分　●会場：大隅弥五郎伝説の里
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　●会場：財部保健福祉センター・財部交流館（10日）
育児講座　午前 10時～ 11時 30分　●会場　９日：大隅弥五郎伝説の里　24日：財部保健福祉センター
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ベ
ビ
ー
ビ
ク
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
月
９
日
）

　

親
子
で
一
緒
に
楽
し
み
な
が
ら

運
動
し
ま
す
。

対　

象　

１
歳
未
満
児
の
親
子

講　

師　

田
鍋
い
ず
み
先
生

◆
救
急
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
月
24
日
）

　

お
子
さ
ん
の
事
故
防
止
、
対
処

法
な
ど
す
ぐ
に
役
立
つ
お
話
が
聞

け
ま
す
。

講　

師　

大
隅
曽
於
地
区
消
防
組
合

　
　
　
　

救
急
救
命
士

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５ ６

７ ８ ９ 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21
父の日

22 23 24 25 26 27

28 29 30

ひろば 親　子

ひろば 講　座

ひろば

ひろば ひろば 親　子

講　座 ひろば 親　子

ひろば

親　子

身に覚えのない料金請求にご注意ください
お問い合わせ先　　　　　
　経済課　消費生活センター　☎ 0986-76-8823

【
相
談
事
例
】

　

パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
な
ど
へ
の
メ
ー
ル
で
、
利
用
し
た
覚
え

の
な
い
料
金
を
請
求
さ
れ
る
「
架
空
請
求
」
や
、
ア
ダ
ル
ト
サ
イ

ト
な
ど
の｢

ワ
ン
ク
リ
ッ
ク
請
求｣

に
関
す
る
相
談
が
最
近
ま
た

増
加
し
て
い
ま
す
。

▽ 

「
期
日
ま
で
に
連
絡
す
る
よ
う
に
」な
ど
と
書
い
て
あ
っ
て
も
、

絶
対
に
連
絡
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
業
者
か
ら
の
請
求
が
エ
ス

カ
レ
ー
ト
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

▽ 

「
訴
訟
を
起
こ
す
」「
弁
護
士
対
応
に
な
る
」
な
ど
不
安
を
あ
お

る
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
も
、
利
用
し
た
覚
え
が
な
け

れ
ば
決
し
て
支
払
わ
ず
、
無
視
し
ま
し
ょ
う
。

▽ 

ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
見
つ
け
た
民
間
の
詐
欺
被
害
相
談
窓
口
な

ど
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
解
決
料
と
し
て
高
額
な
調
査
費
用
や

書
面
作
成
費
用
を
請
求
さ
れ
た
と
い
う
二
次
被
害
の
相
談
も
急

増
し
て
い
ま
す
。
ご
注
意
下
さ
い
。

▽ 

支
払
い
義
務
が
あ
る
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
場
合
や
心
配
な

と
き
は
、
相
手
に
連
絡
を
す
る
前
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

未
払
い
代
金
の
債
権
回
収
を
し
て
い
る
と
い
う
業
者
か
ら
パ

ソ
コ
ン
に
メ
ー
ル
が
届
い
た
。「
滞
納
し
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
接
続
回
線
と
有
料
サ
イ
ト
利
用
料
の
請
求
」
と
の
こ
と
だ
が
、

利
用
し
た
覚
え
が
な
い
。「
今
日
中
に
連
絡
し
な
い
と
、
法
的

手
段
に
訴
え
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
業
者
に
は
連
絡
し
て
い
な

い
が
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。　
　
　
　
　
　
（
80
代
・
男
性
）

曽
於
市
消
費
生
活
弁
護
士
相
談
会
の
お
知
ら
せ

　

６
月
24
日
（
水
）
午
前
10
時
〜
正
午
に
本
庁
１
階
会
議
室
で

消
費
生
活
弁
護
士
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
相
談
時
間
は
１
人

30
分
で
す
。
相
談
は
無
料
で
す
が
、
事
前
の
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。
な
お
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。
７
月
は
29

日
（
水
）
の
開
催
予
定
で
す
。
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税チャンネル　～納税があなたを支えます！～
お問い合わせ先　　　　　
税務課・各支所地域振興課　税務係
末吉　☎ 0986-76-8804　大隅　☎ 099-482-5922
財部　☎ 0986-72-0932

平
成
27
年
度
か
ら
国
保
税
の
限
度
額
と

軽
減
判
定
所
得
が
変
更
に
な
り
ま
す
。

【
限
度
額
】

▽
基
礎
課
税
額　
　
　

51
万
円
↓
52
万
円

▽
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　

16
万
円
↓
17
万
円

▽
介
護
納
付
金
課
税
額　

14
万
円
↓
16
万
円

【
軽
減
判
定
所
得
】

　

国
保
税
は
、
所
得
の
低
い
世
帯
の
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、
そ
の
世
帯
の
所
得
に
応

じ
て
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
軽
減
の
対
象

と
な
る
世
帯
内
所
得
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽ 

7
割
軽
減
基
準
額
の
世
帯
内
合
計
所
得

33
万
円
以
下
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
5
割
軽
減
基
準
額

　

 

33
万
円
＋
（
被
保
険
者
数
＋
特
定
同
一
世

帯
所
属
者
）
×
（
24
．
５
万
円
↓
26
万
円
）

▽
2
割
軽
減
基
準
額

　

 

33
万
円
＋
（
被
保
険
者
数
＋
特
定
同
一

世
帯
所
属
者
）
×
（
45
万
円
↓
47
万
円
）

【
国
保
資
格
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
】

　

本
庁　

末
吉　

保
健
課

　
　

☎
０
９
８
６
‐
７
６
‐
８
８
０
６

　

大
隅
支
所　

保
健
係

　
　

☎
０
９
９
‐
４
８
２
‐
５
９
２
４

　

財
部
支
所　

保
健
係

　
　

☎
０
９
８
６
‐
７
２
‐
０
９
３
５

夜
間
・
休
日
の
納
税
相
談
に
つ
い
て（
お
知
ら
せ
）

　
「
平
成
27
年
度
の
各
種
税
の
通
知
が
届
い

た
け
ど
納
期
ど
お
り
の
納
付
が
厳
し
い
。

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
」「
昨
年
度
以
前
に

未
納
が
あ
り
納
付
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
」

「
納
付
を
放
っ
て
い
た
ら
、
多
額
に
な
っ
て

い
た
」
な
ど
お
悩
み
の
方
は
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
せ
ん
か
。

　

そ
の
ま
ま
放
置
し
て
も
何
の
解
決
に
も

な
ら
ず
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
、
よ
り
一
層

納
め
る
の
が
困
難
と
な
り
ま
す
。
早
め
に

納
税
相
談
を
行
う
事
で
、
な
る
べ
く
無
理

の
無
い
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
で
も
、
仕
事
が
休
め
な
い
」「
仕
事
が

午
後
５
時
過
ぎ
ま
で
だ
か
ら
間
に
合
わ
な

い
」
と
い
う
理
由
で
相
談
に
行
け
な
い
と

お
悩
み
の
方
は
、
次
の
日
程
で
夜
間
・
休

日
の
納
税
相
談
を
行
い
ま
す
。

場
所
：　

市
役
所　

本
庁　

税
務
課

日
時
：　

６
月
17
日
（
水
）・
18
日
（
木
）

　
　
　
　

午
後
５
時
30
分
〜
午
後
８
時

　
　
　
　

６
月
21
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
8
時
30
分
〜
正
午

※ 

大
隅
・
財
部
支
所
で
の
夜
間
・
休
日
の

相
談
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、お
越
し
く
だ
さ
い
。

※ 

納
税
相
談
は
常
時（
休
日
・
夜
間
を
除
く
）

受
け
付
け
て
い
ま
す
。「
本
庁 

税
務
課 

滞
納
整
理
係
」
ま
で
お
越
し
い
た
だ
く

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

滞
納
を
放
っ
て
お
く
と

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
納
付
し
て
い
る
市
税

や
そ
の
他
の
徴
収
金
は
、
福
祉
・
教
育
・

生
活
環
境
の
整
備
な
ど
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
財
源

で
す
。

　

そ
の
財
源
の
確
保
と
納
期
内
に
税
金
を

納
め
ら
れ
て
い
る
方
々
と
の
公
平
性
を
保

つ
た
め
、
税
務
課
で
は
納
付
の
催
告
や
滞

納
処
分
に
日
々
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

市
税
等
が
滞
納
と
な
り
ま
す
と
、
法
律

に
基
づ
き
全
て
の
財
産
（
給
与
・
預
貯
金
・

固
定
資
産
・
生
命
保
険
等
）
に
対
す
る
調

査
権
限
が
発
生
し
ま
す
。

　

そ
の
調
査
に
よ
り
、
差
し
押
さ
え
る
財

産
が
発
見
さ
れ
る
と
滞
納
処
分
（
差
押
え
）

と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
も
差
押
え
も
、
滞
納
と
な
っ

て
い
る
方
に
事
前
に
連
絡
す
る
こ
と
無
く

行
わ
れ
ま
す
。

　

納
付
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
早
め
に
納
税

相
談
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

６月の納期
○市県民税　　　　１期
○国民健康保険税　１期
○介護保険料　　　１期
○有線放送使用料　全期
※ 口座振替をされている
方は、６月 30 日に振
替えます。残高のご確
認をお願いします。
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国民年金のはなし
お問い合わせ先　　　　　　
　市民課・各支所地域振興課　末吉 ☎ 0986-76-8805　大隅 ☎ 099-482-5923　財部 ☎ 0986-72-0934
　鹿屋年金事務所　☎ 0994-42-5121（初めは音声ガイドが対応します）

国
民
年
金
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て

　

〜
年
金
の
受
給
額
が 

急
に
増
え
た
り

　
　
　
　

減
っ
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
〜

　

年
金
受
給
額
は
年
金
額
の
改
定
に
よ
っ

て
変
わ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
年
金
か

ら
差
し
引
か
れ
る
保
険
料
等
の
増
減
に

よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
も
の

　

年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
も
の
に
介
護

保
険
料
、
国
民
健
康
保
険
税
（
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
）、
住
民
税
が
あ

り
ま
す
。
年
金
か
ら
差
し
引
く
こ
と
を
特

別
徴
収
と
い
い
、
こ
の
特
別
徴
収
は
市
町

村
か
ら
の
依
頼
で
行
な
わ
れ
ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
は

　

65
歳
以
上
（
国
民
健
康
保
険
は
75
歳
未

満
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
は
75
歳
以
上
）

で
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金
は

　

老
齢
（
退
職
）
年
金
、
障
害
年
金
、
遺

族
年
金
を
対
象
と
し
、
単
独
で
18
万
円
を

超
え
る
場
合
。
さ
ら
に
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
税
は
、
介
護
保

険
料
と
の
合
計
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分

の
１
以
下
で
あ
る
場
合
。ま
た
住
民
税
は
、

老
齢
（
退
職
）
年
金
の
み
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

日　時 場　所 申　込　先

６月９日（火）
午前 10時～
　　午後３時

本　庁
１階会議室

本　庁
国民年金係

0986
76-8805

７月７日（火）
午前 10時～
　　午後３時

大隅支所別館
２階大会議室

大隅支所
市民係

099
482-5923

※ 鹿屋年金事務所による移動年金相談が上記の日程
で開かれます。相談は無料ですが、予約が必要です。
予約のない方の相談はお受けできません。また定
員になり次第、締め切ります。

曽於市年金移動相談所開設日

　

特
別
徴
収
に
つ
い
て
は
あ
ら

か
じ
め
担
当
課
か
ら
通
知
が
送

付
さ
れ
ま
す
。
送
付
の
時
期
は

次
の
と
お
り
で
す
。

差
し
引
か
れ
る
も
の

担
当
課

送
付
の
時
期

介
護
保
険
料

保
健
課

※ 

仮
の
保
険
料
↓
４

月
確
定
額
↓
６
月

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

保
健
課

 

※ 

仮
の
保
険
料
↓
４

月
ま
た
は
６
月

確
定
額
↓
７
月

国
民
健
康
保
険
税

税
務
課

６
月
上
旬

※ 

差
し
引
き
額
に
変

更
が
あ
れ
ば
随
時

住
民
税

税
務
課

曽於市特定不妊治療費助成事業
お問い合わせ先　　　　　　
　本庁　保健課　 ☎ 0986-76-8806　

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
不
妊
治
療

費
助
成
事
業
に
男
性
の
不
妊
治
療

費
の
助
成
が
追
加
と
な
り
ま
し

た
。

助
成
額

　

男
女
と
も
上
限
は
10
万
円
で

す
。

▽
女
性
の
不
妊
治
療

　

 

１
回
に
つ
き
助
成
対
象
経
費
か

ら
当
該
治
療
に
係
る
鹿
児
島
県

不
妊
治
療
費
助
成
額
を
控
除
し

た
額

▽
男
性
の
不
妊
治
療

　

 

１
回
に
つ
き
助
成
対
象
経
費
の

２
分
の
１
の
額
（
１
０
０
円
未

満
切
り
捨
て
）

対
象
者

　

助
成
の
対
象
と
な
る
に
は
、
基

準
や
条
件
が
あ
り
ま
す
。
申
請
さ

れ
る
前
に
必
ず
担
当
窓
口
へ
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

※
仮
の
保
険
料
は
新
規
の
方
の
み
で
す
。
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市営住宅の入居者を募集します
お問い合わせ先　　　　　
　財部　建設水道課　☎ 0986-72-0941　　本庁　建設課　☎ 0986-76-8811
　大隅　建設水道課　☎ 099-482-5953

　

市
で
は
、
市
営
住
宅
の
入
居

者
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
空
き
家
（
平
成
27
年
４
月
現
在
）

末
吉
地
区

▽
川
内
団
地

　

構
造　

中
層
耐
火
（
４
階
建
）

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
５
９
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

５
戸

▽
光
神
第
２
団
地

　

構
造　

木
造
平
屋

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ　

　

家
賃　

１
万
２
７
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

１
戸

▽
光
神
第
４
団
地

　

構
造　

木
造
平
屋

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
６
２
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

１
戸

▽
深
川
団
地
63
年
棟

　

構
造　

木
造
平
屋

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
４
８
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

１
戸

▽
深
川
団
地
３
年
棟

　

構
造　

木
造
平
屋

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
５
９
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

１
戸

▽
仮
屋
団
地

　

構
造　

木
造
平
屋

　

間
取
り　

４
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

３
万
７
５
０
０
円

募
集
戸
数　

１
戸

※ 

仮
屋
団
地
は
特
定
公
共
賃
貸

住
宅
で
す
。
入
居
資
格
の
収

入
月
額
は
25
万
９
０
０
０
円

以
下
で
す
。

大
隅
地
区

▽
天
神
丘
団
地
①

　

 

構
造　

中
層
耐
火
（
３
階
・

４
階
建
）

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
６
３
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

６
戸

▽
天
神
丘
団
地
②

　

構
造　

中
層
耐
火
（
３
階
建
）

※
１
階
・
高
齢
者
単
身
者
向
け

　

間
取
り　

１
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
３
４
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

１
戸

▽
中
野
団
地

　

構
造　

簡
易
耐
火
（
２
階
建
）

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
４
０
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

３
戸

▽
菅
牟
田
団
地

　

構
造　

簡
易
耐
火
（
２
階
建
）

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
３
１
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

３
戸

▽
中
坂
元
団
地

　

構
造　

木
造
平
屋

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
２
２
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

２
戸

財
部
地
区

▽
中
須
団
地

　

構
造　

簡
易
耐
火

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
３
９
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

３
戸

▽
正
ヶ
峯
団
地

　

構
造　

中
層
耐
火
（
３
階
建
）

　

間
取
り　

３
Ｄ
Ｋ

　

家
賃　

１
万
５
８
０
０
円
〜

　

募
集
戸
数　

７
戸

入
居
資
格

① 

現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居

し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る

こ
と
。

※ 

単
身
で
の
入
居
に
は
別
途
条

件
が
あ
り
ま
す
。

② 

収
入
月
額
が
15
万
８
千
円
以

下
で
あ
る
こ
と
。

③ 

住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。

④
持
ち
家
が
な
い
こ
と
。

⑤
市
税
に
滞
納
が
な
い
こ
と
。

⑥ 

入
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
全

員
が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。

そ
の
他

▽ 

市
営
住
宅
の
家
賃
は
、
所
得

に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

▽
敷
金
は
家
賃
の
３
カ
月
分
で
す
。

▽
連
帯
保
証
人
が
２
名
必
要
で
す
。

▽ 

ペ
ッ
ト
を
飼
育
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

▽ 

退
去
時
に
、
畳
と
襖
の
交
換

が
必
要
で
す
。

入
居
者
の
選
定

　

随
時
募
集
に
つ
い
て
は
先
着

順
で
、
各
住
宅
の
募
集
戸
数
に

達
す
る
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
間　

随
時

受
付
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

受
付
窓
口

▽
末
吉
地
区

　

本
庁  

建
設
課  

管
理
係

▽
大
隅
地
区

　

大
隅
支
所  

建
設
水
道
課  

　

管
理
係

▽
財
部
地
区

　

財
部
支
所  

建
設
水
道
課

　

管
理
係
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浄化槽の定期検査受検について

お問い合わせ先　　　　　
　本庁　水道課　☎ 0986-76-8812　　財部　地域振興課　☎ 0986-72-0934

ハンセン病問題を正しく理解する週間
お問い合わせ先　　　　　
　本庁　保健課　☎ 0986-76-8806

内　　　　　容 人間でいえば・・ 自動車でいえば・・

保守点検

機能を保つための
メンテナンス作業
（消毒薬の補充、モー
ターの点検等）

日常の健康管理 ガソリン補給や
オイル交換

法定検査

維持管理状況およ
び放流される処理
水の水質検査
（ＢＯＤ）

定期健康診断 車　検

６
月
２
日
か
ら
６
月
27
日
は
「
ハ
ン

セ
ン
病
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る
週

間
」
で
す

　

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
に
対
す
る
解
決

促
進
を
図
る
た
め
に
、
県
で
は
「
ハ

ン
セ
ン
病
問
題
を
正
し
く
理
解
す
る

週
間
」
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

ハ
ン
セ
ン
病
は
、
ら
い
菌
に
よ
っ

て
お
こ
る
感
染
症
で
、
遺
伝
病
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ら
い
菌
の
感
染
力
は

弱
く
、
非
常
に
う
つ
り
に
く
い
病
気

で
す
。
ま
た
、
早
期
発
見
と
早
期
治

療
に
よ
り
短
期
間
で
完
治
す
る
病
気

で
、
我
が
国
に
感
染
源
と
な
る
も
の

は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
た

隔
離
政
策
に
よ
り
、
強
制
的
に
隔
離

さ
れ
、
ご
本
人
だ
け
で
な
く
、
ご
家

族
も
偏
見
や
差
別
を
受
け
、
か
け
が

え
の
な
い
多
く
の
方
々
の
人
生
が
奪

わ
れ
ま
し
た
。
今
も
な
お
、
多
く
の

方
々
が
療
養
所
で
の
生
活
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

長
い
間
、
差
別
や
偏
見
に
苦
し
め

ら
れ
た
方
々
が
、
安
心
し
て
生
活
で

き
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
、
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
悲
し
い
歴
史
を
二
度
と

繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
、
私
た
ち
一

人
ひ
と
り
が
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
と
は

何
か
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

　

浄
化
槽
は
私
た
ち
の
生
活
か
ら
排
出
さ

れ
た
汚
水
を
浄
化
し
、
き
れ
い
な
水
に
し

て
流
す
こ
と
が
で
き
る
装
置
で
す
。
そ
の

た
め
、
業
者
に
委
託
し
て
行
う
「
保
守
点

検
」
と
「
清
掃
」
を
き
ち
ん
と
行
い
、
水

質
に
関
す
る
「
法
定
検
査
」
を
受
け
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

定
期
検
査
（
浄
化
槽
法
第
11
条
）

　

浄
化
槽
の
機
能
と
維
持
管
理
状
況(

使

用
・
保
守
点
検
・
清
掃)

に
問
題
が
な
い

か
ど
う
か
検
査
し
ま
す
。
ま
た
、
浄
化
槽

か
ら
放
流
さ
れ
る
水
が
基
準
以
下
の
き
れ

い
な
水
に
な
っ
て
い
る
か
、
処
理
水
を
持

ち
帰
り
詳
し
い
水
質
検
査
（
Ｂ
Ｏ
Ｄ
）
を

実
施
し
ま
す
。

　

平
成
17
年
度
か
ら
５
人
槽
〜
10
人
槽
の

家
庭
用
浄
化
槽
も
検

査
の
対
象
と
な
り
ま

し
た
。

※ 

Ｂ
Ｏ
Ｄ
（
生
物
科

学
的
酸
素
要
求

量
）
と
は
、
水
の

汚
れ
の
程
度
を
表

す
指
標
で
す
。
合

併
処
理
浄
化
槽
は

20
ｍ
ｇ
／
Ｌ
以
下

と
い
う
基
準
が
定

め
ら
れ
て
い
ま

す
。

検
査
料
金
（
一
般
家
庭
５
人
槽
〜
10
人
槽
）

▽
単
独
処
理
浄
化
槽　

４
０
０
０
円

▽
合
併
処
理
浄
化
槽　

６
０
０
０
円

※ 

財
部
町
に
お
い
て
は
、
平
成
14
年
度
以

降
に
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置
さ
れ
た

方
は
毎
月
の
浄
化
槽
使
用
料
に
検
査
料

金
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

※ 

検
査
対
象
と
な
っ
た
浄
化
槽
（
設
置
年

度
ご
と
に
対
象
と
し
て
い
ま
す
）
に
つ

い
て
は
事
前
に
指
定
検
査
機
関
か
ら
日

程
通
知
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
受
検
し
て

く
だ
さ
い
。

問
合
わ
せ
先

鹿
児
島
県
知
事
指
定
検
査
機
関

（
公
財
）
鹿
児
島
県
環
境
検
査
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
９
‐
２
９
６
‐
９
０
０
０

http://w
w
w
.kagoshim

akensa.or.jp
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平成 27年４月から曽於市生活相談支援センターを開設しています
お問い合わせ先
　財部　福祉事務所　生活相談支援センター係　☎ 0986-72-0943

　

一
人
で
悩
ま
な
い
で
く
だ
さ
い
！

　

あ
な
た
が
抱
え
て
い
る
不
安
や
心
配
な
ど
を
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
例
え
ば
】

▽
生
活
に
困
っ
て
い
る

▽
仕
事
が
見
つ
か
ら
な
い

▽
家
賃
が
払
え
な
い

▽
家
族
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る

▽
病
気
で
働
け
な
い

▽
住
む
と
こ
ろ
が
な
い

▽
社
会
に
出
る
の
が
怖
い

▽
将
来
が
不
安　

な
ど

※ 

支
援
員
が
相
談
に
応
じ
自
立
ま
で
継
続
し
て
支
援

し
ま
す
。

相
談
・
支
援
の
流
れ

①
悩
み
ご
と
・
心
配
ご
と
を
お
話
し
く
だ
さ
い

▽ 

あ
な
た
が
抱
え
て
い
る
問
題
を
支
援
員
が
お
聞
き

し
ま
す
。

▽ 

相
談
の
内
容
に
よ
っ
て
、
適
切
な
対
応
が
で
き
る

専
門
機
関
へ
つ
な
ぎ
ま
す
。

②
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
計
画
を
た
て
ま
す

▽
具
体
的
な
目
標
を
一
緒
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

③
自
立
の
た
め
に
一
緒
に
な
り
目
標
に
取
り
組
み
ま
す

▽ 

あ
な
た
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ

の
状
況
に
合
わ
せ
て
継
続
し
て
支
援
し
ま
す
。

相
談
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
土
・
日
・
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く

平成 26年度　曽於地区介護保険組合
情報公開・個人情報保護制度運用状況の公表

内容
開示
請求

決定状況
不服申
立て等全部

開示
部分
開示

取下
げ

不開
示

不存
在

情報公開 0 ０ 0 0 ０ 0 0

個人情報保護 １ １ ０ ０ ０ 0 0

情報公開制度
　情報公開制度とは、組合が保有する公文書を要求に応じて公開する制度です。介護保険行政に対
する住民の理解と信頼を深め、住民参加による公正で開かれた介護保険行政の推進に資することを
目的としています。

個人情報保護制度
　個人情報保護制度とは、個人情報の適正な取扱いを確保し、誰もが組合の保有する自己情報の開
示、訂正および利用停止の請求ができる制度です。介護保険行政の適正で円滑な運営を図り、個人
の権利利益を保護することを目的としています。

お願い
　介護保険の申請をされた方は、かかりつけの病院（申請書に記載された病院）での受診が必要です。
早めの受診と受診される際は、病院の受付に「介護保険のための受診」とお伝えください。
※ 曽於地区介護保険組合とは、介護保険法に基づく要
介護認定等を行うため、曽於市、志布志市、大崎町
の２市１町で設立している地方公共団体です。

お問い合わせ先　　　　　
　曽於地区介護保険組合　☎ 099-471-6545
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児
童
手
当
制
度
の
目
的

　

児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
こ
と

で
、
家
庭
等
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に

寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を

担
う
児
童
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

児
童
手
当
制
度
の
仕
組
み

　

児
童
手
当
は
、
満
15
歳
到
達
後
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
に
配

偶
者
が
い
る
場
合
、
所
得
の
高
い
方
が

次
回
か
ら
受
給
者
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
児
童
が
知
的
障
害
児
施
設

な
ど
の
障
害
児
福
祉
施
設
や
児
童
養
護

施
設
な
ど
の
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
一

定
期
間
以
上
入
所
し
て
い
る
場
合
は
、

施
設
設
置
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
一
定
期
間
以
上
留
学
し
て
い

る
児
童
の
場
合
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

所
得
制
限
限
度
額
（
下
表
）

　

所
得
制
限
限
度
額
は
、
前
年
の
所
得

額
で
判
定
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得
に
は

一
定
の
控
除
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
年
に
よ
っ
て
限
度
額
は
変
更

に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

現
況
届
の
添
付
書
類

①
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し

※
児
童
の
保
険
証
で
は
あ
り
ま
せ
ん

② 

平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
で
曽
於
市

に
住
所
が
な
か
っ
た
方
は
、
平
成
27

年
１
月
１
日
の
住
所
地
の
市
区
町
村

が
発
行
す
る
平
成
27
年
度
所
得
課
税

額
証
明
書

③ 

そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書

類
（
別
居
監
護
申
立
書
、
別
居
し
て

い
る
児
童
の
住
民
票
謄
本
等
）

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合

　

６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

児
童
手
当
支
給
月
額

◎
所
得
制
限
限
度
額
以
内
の
場
合

３
歳
未
満
児　
　

一
律
１
万
５
千
円

３
歳
以
上
、
小
学
校
修
了
前
ま
で

・
第
１
子
、
第
２
子　
　
　

１
万
円

・
第
３
子
以
降　
　
　

１
万
５
千
円

　

 （
第
３
子
以
降
と
は
、
満
18
歳
到
達

後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
を

含
め
て
３
番
目
以
降
の
児
童
で
す
）

中
学
生
（
満
15
歳
到
達
後
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
）　　

  　

一
律　

１
万
円

◎ 

所
得
制
限
限
度
額
を
超
え
て
い
る
場

合
（
特
例
給
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　

一
律　

５
千
円

現
況
届
の
提
出

　

法
律
に
よ
り
、
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
る
方
は
毎
年「
児
童
手
当
現
況
届
」

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
な
お
、
公
務
員
の
方
は
、
職
場
で
現

況
届
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
）

　

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お
け

る
状
況
を
記
載
し
、
児
童
手
当
を
引
き

続
き
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
確
認
す
る

た
め
の
も
の
で
す
。

　

現
況
届
提
出
対
象
者
の
方
に
は
、
６

月
末
ま
で
に
案
内
通
知
を
郵
送
す
る
予

定
で
す
。

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入の目安

０人 ６２２万円 　８３３．３万円

１人 ６６０万円 　８７５．６万円

２人 ６９８万円 　９１７．８万円

３人 ７３６万円 　９６０．０万円

４人 ７７４万円 １００２．１万円

５人 ８１２万円 １０４２．１万円

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算してあります。

児童手当の現況届について
現況届提出対象者には６月末までに案内通知する予定です
対象の方は現況届を提出してください

お問い合わせ先
　財部　福祉事務所 児童福祉係　☎ 0986-72-0936
　末吉　保　健　課 福　祉　係　☎ 0986-76-8807
　大隅　保健福祉課 福　祉　係　☎ 099-482-5925
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